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は
じ
め
に

企
業
が
海
外
の
子
会
社
等
と
の
間
で
取

引
を
行
う
と
き
、
そ
の
取
引
価
格
の
設
定

に
あ
た
っ
て
は
移
転
価
格
税
制
の
適
用
に

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
移
転
価
格

税
制
と
は
、
法
人
が
国
外
関
連
者
と
の
間

で
行
う
資
産
の
販
売
、
資
産
の
購
入
、
役

務
の
提
供
そ
の
他
の
取
引（
以
下
、「
国
外

関
連
取
引
」と
い
う
）に
係
る
対
価
が
独
立

企
業
間
価
格
と
異
な
る
こ
と
に
よ
り
わ
が

国
か
ら
所
得
が
流
出
す
る
場
合
に
、
当
該

取
引
に
つ
き
独
立
企
業
間
価
格
で
行
わ
れ

た
も
の
と
み
な
し
て
課
税
を
行
う
税
制
で

あ
る（
租
税
特
別
措
置
法（
以
下
、「
措
置

法
」と
い
う
）66
の
４
）。

同
税
制
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
は
、
独

立
企
業
間
価
格
の
設
定
い
か
ん
に
よ
る
た

め
、
企
業
の
担
当
者
、
さ
ら
に
は
経
営
陣

え
て
、
平
成
23
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

国
外
関
連
取
引
の
内
容
お
よ
び
当
該
国
外

関
連
取
引
の
当
事
者
が
果
た
す
機
能
そ
の

他
の
事
情
を
勘
案
し
て「
最
も
適
切
な
方

法
」を
選
定
す
る
⑶
、
い
わ
ゆ
る
最
適
方

法
ル
ー
ル
が
採
用
さ
れ
た（
措
置
法
66
の

４
②
柱
書
）（
国
税
庁
が
公
表
す
る
移
転
価

格
事
務
運
営
要
領（
事
務
運
営
指
針
）（
以

下
、「
事
務
運
営
指
針
」と
い
う
）の
別
冊

「
移
転
価
格
税
制
の
適
用
に
当
た
っ
て
の

参
考
事
例
集
」（
以
下
、「
参
考
事
例
集
」と

い
う
）事
例
１
参
照
）。

こ
の「
最
も
適
切
な
方
法
」を
選
択
す
る

た
め
に
勘
案
す
べ
き
要
素
と
し
て
は
、
①

棚
卸
資
産
の
種
類
、
役
務
の
内
容
等
、
②

売
手
ま
た
は
買
手
の
機
能（
リ
ス
ク
や
無

形
資
産
等
も
考
慮
）、
③
契
約
条
件
、
④

市
場
の
状
況（
取
引
段
階
、
取
引
規
模
、

取
引
時
期
、
政
府
の
政
策
の
影
響
等
も
考

慮
）、
⑤
売
手
ま
た
は
買
手
の
事
業
戦
略
、

⑥
各
算
定
方
法
の
長
所
お
よ
び
短
所
、
⑦

取
引
内
容
お
よ
び
当
事
者
の
機
能
等
と
算

定
方
法
の
適
合
性
、
⑧
算
定
方
法
を
適
用

す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
の
入
手
可
能

性
、
お
よ
び
⑨
取
引
の
類
似
性
の
程
度
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る（
租
税
特
別
措
置
法
関

係
通
達（
法
人
税
編
）（
以
下
、「
措
置
法
通

達
」と
い
う
）66
の
４
⑵
―
１
、
⑶
―
３
）。

以
下
で
は
、
最
適
方
法
ル
ー
ル
の
も
と

で
い
か
な
る
点
を
考
慮
し
て
算
定
方
法
を

選
定
す
べ
き
か
、
各
算
定
方
法
の
特
徴
を

第1章
基
本
的
考
え
方
と
最
近
の
潮
流
を
押
さ
え
る

独
立
企
業
間
価
格
の
算
定
方
法

の
留
意
点
と
重
要
改
正
事
項
等

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所

弁
護
士

采
木
　
俊
憲

に
お
い
て
も
、
独
立
企
業
間
価
格
の
各
算

定
方
法
に
係
る
基
本
的
な
特
徴
お
よ
び
留

意
点
を
十
分
に
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ

ら
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
近
時
の
重
要

な
改
正
事
項
等
を
説
明
す
る
⑴
。

⑴　
も
と
よ
り
、
本
稿
に
お
け
る
意
見
に
わ
た
る
部
分
は

筆
者
の
個
人
的
意
見
で
あ
り
、
筆
者
が
所
属
す
る
事
務

所
の
意
見
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。こ
の
点

は
、第
２
章
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

独
立
企
業
間
価
格
の

各
算
定
方
法
の
特
徴

お
よ
び
留
意
点

⑴　
独
立
企
業
間
価
格
の
算
定
方

法
と「
最
も
適
切
な
方
法
」

独
立
企
業
間
価
格
は
、
独
立
価
格
比
準

法（Com
parable U

ncontrolled Price 
M

ethod

：
Ｃ
Ｕ
Ｐ
法
）、
再
販
売
価
格
基

準
法（R

esale Price M
ethod

：
Ｒ
Ｐ
法
）、

原
価
基
準
法（Cost Plus M

ethod

：
Ｃ

Ｐ
法
）（
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
以
下
、「
基
本
三

法
」と
い
う
）、基
本
三
法
に
準
ず
る
方
法
⑵
、

取
引
単
位
営
業
利
益
法（T

ransactional 
N

et M
argin M

ethod

：
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
）、
利

益
分
割
法（Profit Split M

ethod

：
Ｐ
Ｓ

法
。
具
体
的
に
は
比
較
利
益
分
割
法
、
寄

与
度
利
益
分
割
法
、
お
よ
び
残
余
利
益
分

割
法
）ま
た
は
こ
れ
ら
の
方
法
と
同
等
の

方
法
の
う
ち
、「
最
も
適
切
な
方
法
」に
よ

り
算
定
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る（
措

置
法
66
の
４
②
）。

独
立
企
業
間
価
格
の
算
定
方
法
の
う
ち

い
ず
れ
の
方
法
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
、

従
前
は
、
基
本
三
法
が
そ
れ
以
外
の
方
法

（
Ｔ
Ｎ
Ｍ
Ｍ
や
Ｐ
Ｓ
法
等
）よ
り
優
先
適
用

さ
れ
る
原
則（
基
本
三
法
優
位
の
原
則
）が

定
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
定
も
踏
ま


